
レンタカー御使用にあたっての保険補償について 
当社では万が一の事故による、お客様のご心配、ご負担を軽減するために、 

下記の範囲内にて補償いたします。 
※ヨシノレンタカーでは、対人・対物賠償責任を無制限まで補償しております。 

上記の補償に関しましては、レンタカー料金に含まれております。 
 

 補償額 詳細 免責(自己負担額) 
対人賠償 無制限 １名  限度額 なし 
対物賠償 無制限 １事故 限度額 １事故５万円 
人身傷害 無制限 １名  限度額 なし 
※マイクロバスのみ １億円 １名  限度額 なし 
搭乗者傷害 1000 万円 １名 部位・症状別 なし 

車両保険内容（クレーン本体にも保険適用しております。） 

１．車両保険で対応できる事故 
衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来・落下、火災、爆発、盗難、台風、洪水、高潮、 
その他、偶然の事故によって車輌に生じた損害。 
ただし、クレーン免許所持、もしくは技能講習修了者以外の方のクレーン操作における 
事故に関しましては保険適用できません。 
２．車両保険で対応できない事故（具体例） 
○地震、噴火、津波による損害。 
○使用者が故意に車を破損した場合。詐欺、横領にあたる行為とみなされた場合。 
○車が航空機、船舶等によって輸送されている間の損害。 
○車の欠陥、摩滅、腐食、サビ、その他の自然消耗。 
○故障損害。（偶然な事故に直接起因しない、電気または機械的損害をさします。） 
○タイヤの単独損害。（他の部分と同時に被った損害と火災、盗難の損害を除く。） 
○故障、事故、いかなる場合において、荷台内の荷物の損害。 
○交通違反が原因による事故。 

車輌賠償保険を使用する場合、下記の免責がかかります。 

全車両 車輌免責 10 万円 
※事故・自損等、走行に支障がある場合レッカー代等の車両移送費用（当社指定工場）は、お客様ご負担となります。 

☆  上記以外に、レンタカーが事故等によって修理する場合、 

修理日数に応じて休車補償(修理車輌の１日料金)を申し受けます。 

♢万が一当社の営業時間外に事故を起こされた場合は、 

下記に連絡をお願いします。 
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